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本
法
律
案
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

一　

立
地
適
正
化
計
画
に
集
客
施
設
等
の
特
定
業
務
施
設
等
の
誘
導
を
位
置
付
け
、
容
積
率
制
限
の
緩
和
等
の
誘
導
措
置
を
講

ず
る
こ
と
が
で
き
る
制
度
を
創
設
す
る
。 

二　

市
町
村
は
二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
わ
た
る
都
市
計
画
区
域
の
区
域
内
に
つ
い
て
立
地
適
正
化
計
画
を
作
成
す
る
と
き

は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
、
都
道
府
県
は
、
一
の
市
町
村
の
区
域
を
超

え
る
広
域
の
見
地
か
ら
の
調
整
を
図
る
観
点
か
ら
、
意
見
を
述
べ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
都
道
府
県
は
、
立
地
適
正
化
計

画
及
び
そ
の
実
施
に
関
し
、
市
町
村
相
互
間
の
連
絡
調
整
及
び
市
町
村
に
対
す
る
必
要
な
援
助
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

三　

市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
区
域
に
特
定
業
務
施
設
等
誘
導
地
区
の
区
域
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
業
務
施
設
等

誘
導
地
区
で
の
市
街
地
再
開
発
事
業
の
施
行
等
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
事
業
施
行
者
に
よ
る
所
有
者
不
明
土
地
管
理
人

の
選
任
請
求
の
明
確
化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
市
街
地
整
備
事
業
の
円
滑
な
施
行
を
確
保
す
る
。 

四　

市
町
村
は
、
居
住
者
、
滞
在
者
等
の
活
動
及
び
滞
在
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
、
地
域
固
有
の
魅
力
の
維
持
及
び
向
上
の



二

た
め
に
必
要
な
公
共
公
益
施
設
の
整
備
又
は
管
理
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
区
域
（
固
有
魅
力
維
持
向
上
区
域
）

を
都
市
再
生
整
備
計
画
に
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

五　

景
観
行
政
団
体
又
は
景
観
整
備
推
進
法
人
は
、
景
観
計
画
に
景
観
再
生
事
業
（
所
有
者
に
代
わ
っ
て
行
う
建
造
物
の
改

修
・
活
用
等
に
よ
り
、
区
域
内
の
良
好
な
景
観
を
再
生
す
る
事
業
）
の
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
は
、
建
造
物
の
所
有

者
と
協
定
（
再
生
協
定
）
を
締
結
し
、
景
観
再
生
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

六　

市
町
村
は
、
居
住
誘
導
区
域
内
に
お
け
る
住
宅
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
若
し
く
は
都
市
機
能
誘
導
区
域
内
に
お
け
る
誘

導
施
設
等
の
整
備
に
関
す
る
事
業
等
を
行
う
た
め
に
必
要
な
都
市
計
画
の
案
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
当
該
事
業
の
効

果
を
将
来
に
わ
た
っ
て
適
切
か
つ
十
分
に
発
揮
さ
せ
る
た
め
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
公
共
公
益
施
設
の
整

備
及
び
管
理
を
行
う
と
見
込
ま
れ
る
者
と
の
間
に
、
所
要
の
事
項
を
定
め
た
協
定
（
立
地
適
正
化
施
設
整
備
等
協
定
）
を
締

 

結
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

七　

立
地
適
正
化
計
画
に
つ
い
て
、
居
住
誘
導
区
域
か
ら
災
害
危
険
区
域
を
全
て
除
外
す
る
。

八　

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 


